
　　

元
副
社
長
が
社
員
と

し
て
の
地
位
確
認
求
め
て

提
訴

え
た
の
は
元
副
社
長
の

勝
田
伸
生
氏
。
雇
用
契

約
上
の
権
利
を
有
す
る
こ

と
の
確
認
と
五
二
二
万
円

の
給
与
支
払
い
を
求
め
た
。

代
理
人
は
勝
田
氏
が
川
城

政
人
弁
護
士
、
姫
野
組
が

上
甲
梯
二
弁
護
士
だ
。

　

勝
田
氏
は
平
成
十
一
年

に
姫
野
組
に
入
社
。
平
成

二
十
八
年
十
月
に
常
務
執

行
役
員
、
令
和
三
年
十
二

月
に
取
締
役
、
令
和
五
年

十
月
に
副
社
長
執
行
役
員

に
就
任
。
土
木
工
事
部
門

を
統
括
し
た
。

　

株
主
と
の
対
立
が
表
面

化
。
令
和
五
年
十
二
月
の

株
主
総
会
で
取
締
役
を
退

任
。
令
和
六
年
四
月
の
取

締
役
会
で
雇
用
契
約
解
除

が
可
決
さ
れ
た
。
株
主
主

導
の
新
経
営
陣
か
ら
追
い

出
さ
れ
た
形
だ
。

　

雇
用
契
約
解
除
通
知
を

受
け
取
っ
た
勝
田
氏
は
令

和
六
年
五
月
七
日
、
会
社

に
解
雇
理
由
証
明
書
を
請

求
。
同
年
五
月
三
十
一
日
、

回
答
書
を
受
領
。
同
年
九

月
十
八
日
、
会
社
を
相
手

取
り
提
訴
し
た
。

「
解
雇
は
無
効
だ
」
と
主

張
す
る
元
副
社
長

判
の
争
点
は
、
勝
田

氏
が
姫
野
組
の
社
員

と
し
て
の
地
位
を
有
す
る

か
ど
う
か
。
勝
田
氏
は
会

社
側
の
主
張
の
矛
盾
を
指

摘
。
解
雇
の
無
効
を
主
張

し
、
未
払
い
給
与
の
支
払

い
を
求
め
て
い
る
。

　
「
被
告
（
姫
野
組
）
は

令
和
六
年
四
月
十
一
日
、

『
本
日
付
け
で
雇
用
契
約

を
解
除
す
る
』
と
通
知

し
て
き
た
が
、
同
年
五

月
三
十
一
日
の
回
答
書

で
は
異
な
る
内
容
を
主

張
し
て
い
る
。

　

五
月
三
十
一
日
の
回

答
書
で
は
『
貴
殿
は
平

成
二
十
八
年
十
月
、
取

締
役
常
務
執
行
役
員
就

任
に
伴
い
、
従
業
員
の

地
位
を
喪
失
し
て
い
る
』

と
通
知
し
て
い
る
。
被

告
の
主
張
の
趣
旨
は
不

明
瞭
だ
。

　

原
告
（
勝
田
氏
）
は

執
行
役
員
や
使
用
人
兼

務
役
員
だ
っ
た
。
執
行

役
員
は
就
業
規
則
や
労

働
基
準
法
の
適
用
を
受

け
、
雇
用
保
険
に
も
加

入
す
る
。
原
告
が
労
働

者
た
る
地
位
に
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
だ
。

　

解
雇
に
は
客
観
的
合

理
性
と
社
会
的
相
当
性

が
必
要
だ
。
原
告
は
真

摯
に
業
務
を
行
い
、
非

違
行
為
も
行
っ
て
い
な

い
。
原
告
の
解
雇
に
客

観
的
合
理
性
や
社
会
的

相
当
性
は
認
め
ら
れ
な

い
」（
訴
状
の
要
約
）。

「
労
働
者
性
は
な

い
」
と
反
論
す
る
姫

野
組

員
と
し
て
の
地

位
を
有
す
る
こ

と
や
解
雇
無
効
を
主

張
す
る
勝
田
氏
に
対

し
、
姫
野
組
は
「
実

態
を
見
れ
ば
労
働
者

性
は
な
い
。
雇
用
契

約
の
実
態
は
な
い
」

と
反
論
。
請
求
の
棄
却

を
求
め
て
い
る
。

　
「
原
告
に
は
労
働
者

性
が
な
い
。
原
告
は
令

和
五
年
十
月
、
使
用

人
兼
取
締
役
副
社
長

だ
っ
た
が
、
指
揮
命
令

を
受
け
て
業
務
を
執

行
す
る
こ
と
は
な
い
。

労
働
者
性
は
認
め
ら

れ
な
い
。

　

土
木
部
門
を
統
括

す
る
副
社
長
に
対
す

る
『
指
揮
命
令
』
な
る

も
の
は
観
念
し
得
ず
、

実
態
と
し
て
も
、
原
告

は
自
ら
の
裁
量
に
よ

り
業
務
に
従
事
し
て

い
た
。
出
勤
簿
や
有
休

取
得
は
形
式
的
な
も

の
だ
っ
た
。

　

就
業
規
則
で
は
執

行
役
員
の
定
年
は
六

十
二
歳
だ
。
令
和
六
年

四
月
十
一
日
の
取
締

役
会
で
原
告
の
執
行

役
員
の
解
任
も
決
議

さ
れ
た
。
同
日
で
雇
用

契
約
は
修
了
し
て
い

る
」（
被
告
答
弁
書
の

要
約
）。

解
任
さ
れ
た
社
長
、

副
社
長
が
相
次
ぎ
新

会
社
設
立

年
株
主
と
経
営
陣

の
対
立
が
激
化

し
、
社
長
や
副
社
長
が

解
任
さ
れ
、
経
営
陣
が

一
新
さ
れ
た
姫
野
組
。

内
紛
の
余
波
か
、
建

築
、
土
木
の
両
分
野
で

社
員
の
流
出
現
象
が

起
こ
っ
て
い
る
。

　

退
職
し
た
社
員
の

受
け
皿
に
な
っ
て
い

る
の
が
、
元
社
長
や
元

副
社
長
が
設
立
し
た

新
会
社
だ
。
安
東
元
副

社
長
は
昨
年
十
月
、
㈱

フ
ァ
ー
ス
ト
プ
レ
イ

ス
を
設
立
。
建
築
分
野

の
社
員
ら
が
再
就
職

し
て
い
る
。

　

松
本
元
社
長
は
今
年

二
月
、
エ
ム
ケ
イ
ア
ド

バ
ン
ス
㈱
を
設
立
。
役

員
に
元
姫
野
組
関
係
者

が
就
任
す
る
な
ど
、
姫

野
組
に
見
切
り
を
つ
け

た
土
木
分
野
の
社
員
の

受
け
入
れ
企
業
と
し
て

注
目
を
集
め
て
い
る
。

　

姫
野
敬
行
氏
が
社
長

に
就
任
し
、
創
業
家
が

悲
願
の
経
営
権
を
取
り

戻
し
た
姫
野
組
。
元
社

長
や
元
副
社
長
の
新
会

社
設
立
、
相
次
ぐ
人
材

流
出
、
元
副
社
長
と
の

裁
判
な
ど
内
紛
の
余
震

が
続
い
て
い
る
。

東
京
文
京
区
の
鳥
料
理

専
門
店
で
出
会
っ
た
美
人
ス

タ
ッ
フ
。
シ
ャ
ー
プ
な
顔
立

ち
。
て
き
ぱ

き
と
し
た
受

け
応
え
で
も

て
な
し
て
く

れ
る
。
に
こ

や
か
な
笑
顔
と
心
遣
い
が
抜

群
の
好
感
度
だ
。

　

店
名
は
鳥
つ
ね
湯
島
天
神

前
店
。
創
業
は
大
正
元
年
。

百
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
鶏

料
理
の
老
舗
だ
。「
頑
固
一
徹
、

鳥
ひ
と
す
じ
」
と
江
戸
時
代

か
ら
続
く
鳥
料
理
の
伝
統
を

守
り
続
け
て
い
る
と
い
う
。

　
「
江
戸
時
代
か
ら
で
す

か
。
歴
史
が
あ
る
ん
で
す

ね
」
と
聞
く

と
、「
今
は
私

の
兄
が
跡
を

継
い
で
い
ま

す
」
と
ニ
ッ

コ
リ
。
な
ん

と
こ
の
美
人

ス
タ
ッ
フ
、

経
営
者
の
一

族
だ
っ
た
。

　

名
物
料
理

を
尋
ね
る
と
、

「
親
子
丼
で

す
」
と
の
即
答
。
初
代
が
考

案
し
た
「
汁
で
味
わ
う
」
親

子
丼
で
、
弾
力
の
あ
る
柔
ら

か
い
鶏
肉
と
と
ろ
と
ろ
の
半

熟
卵
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

が
味
の
秘
訣
だ
と
い
う
。

　

店
内
に
は
「
鳥
つ
ね
の

親
子
は
汁
で
喰
う
」「
親

子
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
調

和
」
と
の
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
。
百
年
以
上
の
歴
史

を
持
つ
親
子
丼
だ
け
に
、

ブ
ラ
ン
ド
感
満
載
。
値
段

は
一
人
前
千
八
百
円
だ
。

　

美
味
な
親
子
丼
を
味
わ
っ

た
後
、
美
人
ス
タ
ッ
フ
と
他

愛
も
な
い
お
し
ゃ
べ
り
。「
彼

氏
は
？
」
と
聞
く
と
、
頬
を

赤
ら
め
て
「
そ
れ
は
秘
密
で

す
」。
純
情
な
乙
女
の
真
情

が
爽
や
か
な
後
味
だ
っ
た
。
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Ｏ
Ｋ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
㈱
が
指
定
管
理
す
る
県
立
牟
岐
少
年
自
然
の
家
で
、
協
定
違
反
の
施
設
修
繕
。
協
定
で
は
六
十
万
円
以
上
の
施
設
修
繕
は
県
の
担
当
だ
が
、
指
定
管
理
者
の
Ｏ
Ｋ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
行
い
、
経
費
が
指
定
管
理
料
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
た
。

4

昨
年
市
長
選
で
、
ア
ミ
コ
ビ
ル
運
営
の
徳
島
都
市
開
発
㈱
に
融
資
し
た
二
十
億
円
の
使
途
透
明
化
を
公
約
し
た
遠
藤
徳
島
市
長
。
三
月
中
旬
、
当
時
の
社
長
ら
関
係
者
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
申
し
入
れ
た
が
、
複
数
関
係
者
は
調
査
協
力
拒
否
。
肩
透
か
し
を
食
ら
っ
て
い
る
。

　

県
内
建
設
業
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ

ニ
ー
、
㈱
姫
野
組
で
労
使
ト
ラ
ブ
ル
だ
。
取
締

役
を
解
任
さ
れ
た
元
副
社
長
が
会
社
を
提
訴
。

社
員
と
し
て
の
地
位
確
認
や
未
払
い
給
与
の
支

払
い
を
求
め
て
い
る
。
株
主
か
ら
追
い
出
さ
れ

た
元
社
長
と
元
副
社
長
が
相
次
い
で
新
会
社
を

設
立
。
社
員
が
新
会
社
に
続
々
と
転
職
す
る
姫

野
組
。
内
紛
の
余
震
が
続
い
て
い
る
。

▲「『汁で味わう』親子丼です。」と
アピールするさやか嬢。
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